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我が国の女性の就業率は、年々増加してきているものの、仕事と生活の両立ができ

ずに就業継続やキャリアアップを諦める女性も多く、出産を機に離職する女性は依然

として多い状況にあります。 

また、役員や管理職等の指導的地位にある女性の割合は、諸外国と比べて低い水準

にとどまるなど、働く場面における女性の活躍は不十分と言わざるを得ないのが現状

です。 

こうした状況の中、政府は 2020 年までに指導的地位に占める女性の割合を 30％程

度とする目標の達成に向け、様々な積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を講じ

ることとしており、これまでも女性の継続就業や再就職支援等の取組に努める一方、

各事業主におけるポジティブ・アクションは、あくまでも自主的取組として位置付け

られてきました。 

このように自主的取組に委ねられてきたポジティブ・アクションの実効性をさらに

高めるため、女性の活躍の場の提供主体である事業主に対し、女性の活躍に関する状

況の把握や課題の分析、行動計画の策定、情報公表の義務付け等を規定する、「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「法」といいます）が平成２７年９

月に施行されました。 

この法の中で、国及び地方公共団体の機関等は「特定事業主」と位置付けられ、女性

の職業生活における活躍を推進するための計画（特定事業主行動計画）を定めるよう

求められていることから、中濃消防組合においても一事業主として、「中濃消防組合に

おける女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」（以下「本計画」といいま

す。）を策定し、組織全体で女性職員の職業生活における活躍を推進していきます。 

 

 

 

平成２８年３月 

 

事 業 主  中濃消防組合  管理者 

  

はじめに 
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本計画の期間は、平成 28年 4月 1日から平成 33年 3月 31日までの 5年間とし

ます。 

 

※事業主行動計画策定指針の中では、法は平成 37年度までの時限立法であり、平

成 28年度から平成 37年度までの 10年間を、一定期間に区切るとともに、行動

計画の進捗を検証しながら、その改定を行うことが望ましいとされています。 

 

 

 

 

◎ 全職員に対し、女性の職業生活における活躍の推進のための研修や情報提供等

を実施します。 

◎ 本計画の周知は、啓発資料の作成・配布、庁内ＬＡＮ（デスクネッツ）の活用

等により行います。 

◎ 本計画の実施については、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、

行動計画推進委員会を設置し、本計画の推進、変更、本計画に基づく取組の実施

状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととします。 

計画の見直しを行う際は、各種取り組みが女性の職業生活における活躍の推進

対策として役立ったか、効果があったか等の観点から点検・評価を実施し、その

結果をその後の対策や計画に反映させる、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、

改善(Action)のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を念頭に行います。 

◎ 必要に応じて職員に対し、女性の職業生活における活躍の推進を図るための職

場環境の整備に関するアンケート調査や意見聴取を実施し、職員のニーズを的確

に反映させていきます。 

 

  

Ⅰ 計画期間 

Ⅱ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 
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法第 15 条第 3 項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令法律第 61号。以

下「内閣府令」という。）第 2条に基づき、中濃消防組合において、それぞれの女性

職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析

を行いました。当課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するための数値目標とそ

れを達成するための具体的な取り組みを次のとおり定めました。 

なお、この目標は、中濃消防組合において、それぞれの女性職員の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も

大きな課題に対応するものから順に掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び取組 
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【現状の把握と分析】 

総務省消防庁においては、消防吏員に占める女性消防吏員の全国の比率を、平成 38

年度当初までに５％まで引き上げることを共通目標としており、この共通目標の達成

に向け、各消防本部に本部ごとの実情に応じながら、数値目標を設定した上で計画的

な増員に取り組むことを求めています。 

平成 27 年度末において、総消防吏員に占める女性消防吏員の割合は、2.4％となっ

ています。 

 

総消防吏員数における女性消防吏員の割合 

 総消防吏員数 うち女性消防吏員 割合 

27年度末 165 4 2.4％ 

 

最近２年間の消防吏員採用試験において、女性受験者がいない状況が続いています。 

消防において、女性を含めた多様な経験を有する職員が住民サービスを提供するこ

とで、子どもや高齢者、災害時の要支援者など、さまざまな住民への対応力が向上す

ることから、採用の前提となる採用試験の女性受験者数を増加させるための取り組み

が必要です。 

 

採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

２６年度 ２７年度 

総受験者数 女性の人数 割合 総受験者数 女性の人数 割合 

28 0 0.0％ 24 0 0.0％ 

 

≪数値目標≫ 

  
≪取組内容≫ 

 

１ 女性消防吏員の増加 

消防吏員に占める女性消防吏員の割合    平成 38年度当初までに５％以上 

採用試験の受験者総数に占める女性の割合  10％以上 

① 平成 28 年度から、関市役所、自衛隊、岐阜県警と合同で就職説明会を開催

し、公務員を志望する女性に受験を呼びかけます。 

② 平成 28年度から、消防・救急・救助などの消防活動を実際に見て、体験す

る就職説明会を新たに開催します。 
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【現状の把握と分析】 

男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

 
男性 女性 

取得件数 取得率 取得件数 取得率 平均取得期間 

毎日勤務 0 0.0％ 1 100.0％ 1年 4月 

当直勤務 0 0.0％ 1 100.0％ １年 2月 

嘱託職員 0 0.0％ － － － 

日日雇用職員 － － 0 0 0 

 

男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

 制度が利用可能

な男性職員数 

配偶者出産 

休暇取得率 

育児参加のための

休暇取得率 
平均取得日数 

26年 16人 0.0％ 0.0％ 0日 

27年 10人 0.0％ 0.0％ 0日 

 

女性職員については、平成２６年・２７年に２名が育児休業を取得（平均取得期間１

年３月）しており、制度を十分に活用していると言えます。 

これに対して、男性職員は育児休業の取得がないことに加え、配偶者出産休暇、育児

参加のための休暇取得者もいない状況です。 

男性が子育てを積極的に行うことが女性の継続就業につながり、仕事と子育ての二

者選択を迫られるような状況の解消にもつながるという観点から、男性の育児休業取

得をはじめとする子育てに関する諸制度の趣旨や内容の周知、休暇を取得しやすい職

場の雰囲気づくりを進める必要があります。 

 

 

 

 

  

２ 男性職員の子育て目的の休暇等の取得推進 
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≪数値目標≫ 

 

 

≪取組内容≫ 

 

 

 

 

 

 
  

制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇の取得割合を 80％、育児参加のた

めの休暇の取得割合を 50％ 

① 配偶者の出産に伴う特別休暇の取得 

 子どもの出生時における父親の特別休暇（配偶者出産、育児参加等）

及び年次休暇の取得推進を図ります。 

 男性が配偶者の出産や、子育てにかかる休暇等を取得することにつ

いて、理解が得られやすい職場の環境づくりを進めます。 

 

② 育児休業を取得しやすい環境の整備 

 男性も育児休業を取得できることについての周知を行うなど、男性

の育児休業等の取得を推進します。 

 育児休業中の職員が、職場復帰前に職務状況を把握しやすいよう、

各所属長が面談などを通じて情報提供を行います。また、月２回発

行の「中消だより」により、定期的な情報提供を行います。 

 職場復帰前に必要な情報を提供するとともに、職場復帰後の特別休

暇等の制度についての周知を図ります。 
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【現状の把握と分析】 

年次休暇等の取得率 

 

２６年 ２７年 

年次休暇平均 

取得日数 

年次休暇 

取得率 

年次休暇平均 

取得日数 

年次休暇 

取得率 

毎日勤務 5.1日 26.5％ 6.4日 33.0％ 

当直勤務 3.7日 18.7％ 4.8日 23.8％ 

嘱託職員 5.0日 25.0％ 7.0日 35.0％ 

日日雇用職員 4.7日 45.2％ 6.0日 52.9％ 

 

年次休暇の取得については、毎日勤務者で年間６.４日、当直勤務者にあっては年間

４.８日間しか取得できていない状況である。 

毎日の勤務において、必要な勤務人数を確保しなければならないため、個人の都合

や仕事の進め方だけでは年次休暇を取得することは容易ではないため、職場全体で計

画的な取得に努める必要があります。 

 

≪数値目標≫ 

 
 

≪取組内容≫ 

 

３ 年次休暇の取得の推進 

職員の年次休暇の平均取得率   平成 27年の実績より 5割以上引き上げる 

① 職員一人ひとりが、年次休暇を取得しやすい雰囲気づくりを心掛けま

す。 

② 所属長は、所轄部署の年間業務計画を策定・周知することにより、職員

の計画的な年次休暇の取得促進を図ります。 

③ 休日と組み合わせて年次休暇を取得するなど、連続休暇の取得促進を

図ります。 
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この計画の実行により、自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとす

る女性職員が、その個性と能力を十分発揮して活躍できる職場環境が整い、複雑多

様化する災害や市民のニーズに対応できる中濃消防組合の実現へと繋がることを期

待するものです。 

 

Ⅳ おわりに 

中濃消防組合における女性職員の活躍の 

推進に関する特定事業主行動計画 
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